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２月
3 4 2 2 109 136 △ 27
3 3 1 2 72 84 △ 12
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 13 9 4
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 24 43 △ 19

97 97 0 97 1,402 1,482 △ 80
1 1 0 1 9 3 6

焼 死 等 1 1 0 1 焼 死 等 9 3 6
放火自殺 0 0 0 0 放火自殺 0 0 0

3 3 0 3 22 26 △ 4

1 1 0 1 1 23 20 3
2 1 1 0 2 15 28 △ 13
3 1 1 3 12 16 △ 4
4 1 4 11 9 2
5 5 4 2 2

資料№ ２

令和６年２月29日現在
栄　    　区　    　内 横　　　浜　　　市　　　内

火 災 発 生 状 況 火 災 発 生 状 況

林　　野
車　　両 車　　両
船　　舶 船　　舶
航  空  機 航  空  機

令和５年 増△減
累計

件    数 件    数

火
災
種
別

建　　物

火
災
種
別

建　　物
林　　野

年     別
令和６年

令和5年 増△減 年     別 令和６年

そ  の  他 そ  の  他

損
害

焼損床面積

損
害

焼損床面積
死　者 死　者

負　傷　者 負　傷　者

主　な　出　火　原　因 主　な　出　火　原　因

種     別 令和6年 令和5年 増△減 種    別 令和6年

放火（疑い含む） こんろ
その他（調査中含む） ストーブ

電灯・電話等配線

令和5年 増△減
たばこ たばこ
こんろ 放火（疑い含む）

笠間地区 0 上郷西地区 0
小菅ケ谷地区 1 上郷東地区 0

※本年数値は速報のため変更する場合があります。

栄区連合町内会別火災発生状況

豊田地区 3 本郷第三地区 0

【２月中の火災】
 4日　小菅ケ谷ニ丁目　一室67㎡及び外壁73㎡焼損　負傷者２名

　16日　長尾台町　一室30㎡焼損、他に雨どい等焼損　死者１名、負傷者１名
　28日　飯島町　調理器具１器及びガスこんろ１台焼損

本郷中央地区 0 連合未加入 0
合　　　計 4

栄区内の火災・救急状況について

火災情報

区連会３月定例会資料

令和６年３月21日

栄 消 防 署



２月
682 1,436 1,261 175 43,088
525 1,108 947 161 30,932
16 31 23 8 1,354

108 229 238 △ 9 7,749
33 68 53 15 3,053

令和６年２月29日現在
栄　    　区　    　内

救　急　状　況

横　　　浜　　　市　　　内

救　急　状　況

令和５年 増△減
累計

件    数 件    数 3,461

年     別
令和６年

令和５年 増△減 年     別

39,627

令和６年

500
そ  の  他 そ  の  他 237

※ 本年数値は速報のため、変更する場合があります。

急    病 急    病 2,660
交 通 事 故 交 通 事 故 64
一 般 負 傷 一 般 負 傷

28,272
1,290
7,249
2,816

救急情報

火災・救急に関するお問合せ先 栄消防署総務・予防課 ☎/FAX 892-0119

大地震が発生！ 火災に注意⁉

「感震ブレーカー」とは・・・
「感震ブレーカー」は設定値以上の揺れを感知したときに、ブレーカーやコンセント

などの電気を自動的に止める器具です。

どんなタイプがあるの？
分電盤タイプ、簡易タイプ、コンセントタイプなどがあります。

購入方法は？
ホームセンター、家電量販店、インターネットなどがあります。

阪神・淡路大震災や東日本大震災で発生した火災（出火原因が確認されたも

の）の６割以上が電気に起因する火災と言われています。

大地震時の電気火災を防ぐには、揺れを感知して自動的に電気を止める「感震

ブレーカー」の設置が有効です。

分電盤
タイプ

簡易タイプ

おもり式 バネ式

コンセント
タイプ

感震ブレーカーに関するお問合せ先
横浜市総務局地域防災課 ☎ 671-2011



消防出張所の機構改革について【事業説明】

１ 事業の趣旨 

消防出張所のマネジメント体制及び警防体制の強化を図るため、今後４か年をかけて市内

78消防出張所の体制を変更します。 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

３ 機構改革の概要等

４ 機構改革の主なポイント

(1) 概要
これまで消防出張所に配置していた毎日勤務者の「消防出張所長（係長級）」を、

当直勤務の「消防出張所第一係長」、「消防出張所第二係長」へ見直し、消防出張所に
係長級の職員を２名配置します。
また、消防出張所に地域担当として、豊富な経験を有した毎日勤務者を１名配置

します。
(2) 対象

令和６年度は、鶴見、神奈川、西、中、南、港南消防署の消防出張所が対象とな
ります。 

【ポイント①】責任職による 24時間体制の構築 
Ⅰ 消防出張所のマネジメント体制の強化 
＜現行体制＞ 
消防出張所長（毎日勤務者）の勤務体系により夜間時間帯においては、責任職が不在

となっています。 
＜今後の体制＞ 

・係長の 24時間当直勤務により、平日夜間や土日祝日においても、責任職による対応が
可能となります。
・当直勤務の係長を配置することで、職員の人材育成（部隊訓練や立入検査など）をよ
り一層推進し、安全・安心を実感できる街づくりを進めます。

Ⅱ 出張所部隊の災害対応力の強化 
＜現行体制＞ 
出張所部隊の隊長は、職員（消防司令補）が担っています。また、消防出張所長は部隊

要員ではありません。 
＜今後の体制＞ 
出張所部隊の隊長は、係長（消防司令）が担うとともに、係長を補佐する職員（消防司

令補）を配置し、更なる出張所部隊の災害対応力の強化を図ります。 

【ポイント②】豊富な経験を有した毎日勤務の職員（地域担当）を配置 
 出張所部隊が災害出場中や訓練等で不在の場合でも、豊富な経験を有した毎日勤務の
職員（地域担当）が、現行と変わらず消防出張所の窓口対応を行います。 

資料Ｎｏ．３

区連会３月定例会資料 

令和６年３月 21 日 

栄 消 防 署 



【参考：組織機構図】 

 

現行体制

＜部長級＞ ＜課長級＞ ＜係長級＞

庶務係長

消防団係長

予防係長

消防出張所長

消防署長 副署長
総務・予防課長

（副署長兼）

警防課長

警防第一担当課長 

警防第二担当課長 

(兼) 

(兼) 

警防第一係長

救急担当係長

警防第二係長

救急担当係長 
（警防第一係 

救急担当係長兼） 
消防出張所第一係長 

(総務・予防課 
消防出張所長兼) 

消防出張所第二係長 
(総務・予防課 
消防出張所長兼) 

機構改革後

＜部長級＞ ＜課長級＞ ＜係長級＞ 

消防署長 副署長 総務・予防課長 
(副署長兼) 

(兼) 

(兼) 

庶務係長

消防団係長

予防係長

査察指導担当係長 

消防出張所 
第一係長 

(警防課消防出張所 
第一係長兼) 
消防出張所 
第二係長 

(警防課消防出張所 
第二係長兼) 

警防第一担当課長 

警防第二担当課長 

警防課長 警防第一係長 

救急担当係長 

警防第二係長 

消防出張所第二係長 

消防出張所第一係長 

救急担当係長 
（警防第一係 

救急担当係長兼） 

査察指導担当係長 

消防出張所の責任職は１名のみ

 

消防出張所の責任職を２名配置 

 

消防局総務部企画課 
担当 城田、藤田、飛塚 
電話 045-334-6401 /FAX 045-334-6510 
メール sy-kikaku@city.yokohama.jp

【ポイント③】地域・消防団への対応 
＜現行体制＞ 
地域・企業等への「防災指導」や各種訓練、会議への参加をはじめとする「消防団関

連事務」等は、消防出張所長が単独で行うことが多くなっています。 
＜今後の体制＞ 

・「防災指導」等は、消防出張所第一・第二係長のマネジメントのもと、係一体となった
対応が可能となります。
・「消防団関連事務」は、訓練から実災害まで、出張所部隊と消防団の顔の見える関係が
構築されることで連携が強化されます。 



横浜みどりアップ計画［2024-2028］

（概要版）

横浜市は大都市でありながら、市民生活の身近な場所に、多くの樹林地や農地などの多様な緑を有しています。これら

の緑を次世代に引き継ぐため、「横浜市水と緑の基本計画」の重点的な取組として、2009（平成21）年度から「横浜みど

り税」を財源の一部に活用した「横浜みどりアップ計画」を推進しています。

現行の「横浜みどりアップ計画」は、2023（令和５）年度末までの計画ですが、緑の保全や創出は長い時間をかけて継

続的に取り組むことが必要です。そこで、これまでの取組の成果などを踏まえ、2028（令和10）年度を目標年次とする

「横浜みどりアップ計画[2024-2028]」をとりまとめました。

アンケート方式 公募型自由記述方式

実施期間 2022（令和４）年12月23日（金）から2023（令和５）年１月31日（火）まで

実施方法
無作為抽出の個人5,000人、法人5,000社に対し

調査票を送付
素案の概要版パンフレットに添付のハガキ、

Ｗｅｂフォーム、電子メール、ＦＡＸ

回収数 個人：1,281人 法人：939社 43通（意見総数：93件）

アンケート方式の回答結果

問１ 「これからの緑の取組」では、引き続き、貴重な緑を将来に残
すとともに、新たに創出する取組を進めようとしています。このことに
ついてどう思いますか。

問合せ先
横浜市環境創造局政策調整部政策課みどり政策調整担当
電話：045-671-4214 FAX：045-550-4093
〒231-0005 横浜市中区本町６丁目50番地の10（28階）

計画本編〈冊子〉は、次の場所で閲覧できます
・各区役所の広報相談係

・市民情報センター（市庁舎３階）

・環境創造局ウェブサイト

街の魅⼒を⾼め、
賑わいにつながる

緑や花

ボランティア
⽀援

保育園・
⼩中学校
での緑の
創出

地産地消

樹林地の保全・
維持管理

農景観の
保全

市民の森の開園
- 16か所開園し、４３か所に -

農園の開設
- 310か所 開設 -

地域が主体となって緑や花を創出
- 67か所で展開 -

計画を進めるための財源について

「横浜みどり税」は、緑の保全・創造に取り組むため
の安定的な財源として、2009（平成21）年度から、
市民の皆様にご負担いただいてきました。引き続き
2024（令和６）年度から2028（令和10）年度まで
ご負担をお願いし、この計画の重要な財源の一部と
して活用していきます。

横浜みどりアップ計画[2024-2028]策定の流れ

素案に対する市民意見募集の結果（概要）

対象 税率

個人 市民税の均等割に年間900円を上乗せ※

法人 市民税の年間均等割額の９％相当額を上乗せ

※ 所得が一定金額以下で市民税均等割が課税されない方は課税対象から除く

2009年４月 横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）
開始、横浜みどり税条例施行

2019年４月 横浜みどりアップ計画[2019-2023]
開始

2022年6月 横浜の緑に関する市民・土地所有者
意識調査

2022年10月 横浜みどりアップ計画[2019-2023]
3か年の事業・取組の評価・検証

2022年12月 これからの緑の取組[2024-2028]
（素案）策定

2022年12月 「これからの緑の取組[2024-2028]」
（素案）に対する市民意見募集

2023年４月 これからの緑の取組[2024-2028]
（原案）策定

2023年10月 横浜みどりアップ計画[2019-2023]
４か年の事業・取組の評価・検証

2023年10月 令和５年度横浜市税制調査会答申
-令和６年度以降の横浜みどり税の
取扱いについて-

2023年12月 横浜みどり税条例の一部改正案 議決

2023年12月 横浜みどり税条例施行

2024年４月 横浜みどりアップ計画[2024-2028]
スタート

61.1%

67.5%

30.9%

26.8%
4.7%

2.9%

3.0%

2.6%

0.3%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法⼈

個⼈

問7「これからの緑の取組」に掲げた緑を保全・創出し、未来に引き
継いでいくための施策を実施するためには、安定した財源が必要と
なります。その財源の一部を、横浜みどり税のように、市民が負担す
ることについて、どう思いますか。

21.4%

25.7%

47.0%

48.1%

18.0%

13.6%

13.0%

11.9%

0.5%

0.7%

0.1%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法人

個人

56.2%
60.6%

32.7%
30.8% 7.1%5.5% 3.3%2.8% 0.5%0.2%

0.1%
0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法人
個人 積極的に取り組む必要がある どちらかと言えば取り組む必要がある

どちらかと言えば取り組む必要がない 取り組む必要がない

無回答 無効回答

※問７は「取り組む」⇒「負担する」に読み替え

横浜みどりアップ計画のこれまでの主な成果

横浜みどりアップ計画[2024-2028]が目指す姿

鶴⾒区

神奈川区

⻄区

中区南区

磯⼦区

⾦沢区栄区

港南区
⼾塚区

泉区

旭区
瀬⾕区

緑区

保⼟ケ⾕区

⻘葉区
都筑区

港北区

市⺠農園等
計画開始以降（2009〜2022）
計画開始前（〜2008）

鶴⾒区

神奈川区

⻄区

中区南区

磯⼦区

⾦沢区栄区

港南区⼾塚区

泉区

旭区

瀬⾕区

緑区

保⼟ケ⾕区

⻘葉区

都筑区 港北区

地域緑のまちづくり協定締結地区

市⺠の森の開園

まちなかでの
緑の創出・育成

地域緑の
まちづくり

農園の開設



計画の体系

みどりアップ計画[2024-2028]の方向性

多様なコミュニティの形成や市民活動の支援の拡充

全市域に広がっている緑や花に関する活動への支援
を充実させ、さらに発展させることで、活発な市民活動
が行われている姿を目指します

市民が緑に関わる取組のさらなる展開

市民が緑にふれ、感じることができるよう、魅力的な
空間づくりや体験イベントの開催をはじめ、これまで
確保してきた緑のストックの一層の活用を進めます

身近な緑の着実な確保と維持管理による質の向上

引き続き身近な緑の場を保全・創出して良好な育成を
進めることで、都市環境を形成する主要な要素である
緑のもつ多様な機能を効果的に発揮させていきます

市民・事業者の皆様に取組の意義や成果、
緑がもたらす効果をわかりやすく伝えることで、取組への共感と、

緑のある暮らしの実感につながる広報を展開

計画の理念

みんなで育む みどり豊かな美しい街 横浜

５か年の目標

計画の理念のもと、2024（令和６）年度から２０２８（令和10）年度までの５か年の目標を、次のとおりとします。

１．緑の減少に歯止めをかけ、総量の維持を目指します

緑地保全制度による指定が進むことで樹林地の担保量が増加、水田の保全面積を維持、市街地で緑を創出する
取組が進展 など

２．地域特性に応じた緑の保全・創出・維持管理の充実により緑の質を高めます

森の保全管理など緑の多様な役割や機能を発揮する取組の進展、緑や花の創出により街の魅力・賑わいが向上
など

３．市民と緑との関わりを増やし、緑とともにある豊かな暮らしを実現します

森に関わるイベントや農作物の収穫体験、地域の緑化活動など、市民や事業者が緑に関わる機会が増加 など

事業費

事業費 国費 市債 一般財源 みどり税

柱１ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 303 60 133 24 86

柱２ 市民が身近に農を感じる場をつくる 34 - 12 12 10

柱３ 市民が実感できる緑や花をつくる 77 0.5 6 25 46

効果的な広報の展開 0.8 - - 0.8 -

総事業費 415 60 150 62 142

（単位：億円）

※端数処理により、合計値は一致しないことがあります。

柱１ 市民とともに次世代につなぐ森を育む

柱２ 市民が身近に農を感じる場をつくる

柱３ 市民が実感できる緑や花をつくる

効果的な広報の展開

施策１

まとまりのある
樹林地の保全・活用

事業① 緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り

事業② 良好な森の育成

事業③ 森に関わる多様な機会の創出

施策１

農に親しむ
取組の推進

事業① 良好な農景観の保全

事業② 農とふれあう場づくり

施策２

「横浜農場」の展開による
地産地消の推進

事業③ 身近に農を感じる地産地消の推進

事業④ 市民や企業と連携した地産地消の展開

施策１

市民が実感できる
緑や花の創出・育成

事業① まちなかで緑の創出・育成

施策２

ガーデンシティ横浜の
更なる推進

事業② 緑や花があふれる地域づくり

事業③ 子どもを育む空間での緑の創出・育成

事業④ 緑や花による魅力・賑わいの創出・育成

事業① 市民の理解を広げる広報の展開



















各自治会町内会長 様  

水道局戸塚水道事務所長 

水道局水道メーター検針業務及び料金整理受託事業者の 

社名変更に関する周知について【協力依頼】 

１ 依頼事項の趣旨 

このたび、水道局が委託している水道メーター検針等受託事業者の社名が、令和６年４

月１日から変更になります。変更に関する周知について御協力をお願いいたします。 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】御承知おきください。 

【地区連長】御承知おきください。 

【単位会長】別紙「水道メーター検針等の受託事業者の変更について」の班回覧をお願い

いたします。 

３ 変更内容 

社名変更 旧） 株式会社エコシティサービス 

新） 株式会社アウトソーシングトータルサポート 

※ 社名変更に伴い、水道メーターの検針や水道の開栓業務に携わる社員のユニフォ

ームが別紙のとおり変更になります。

４ 添付資料 

  水道メーター検針等の受託事業者の変更について 

担当：水道局戸塚水道事務所料金係 小島 

Eメール su-totsukasuidou@city.yokohama.jp 

電話 045-871-6461 

区連会３月定例会資料

令 和 ６ 年 ３ 月 2 1 日

水道局戸塚水道事務所

資料Ｎｏ．５

mailto:su-totsukasuidou@city.yokohama.jp


栄区のお客さまへ 

横浜市水道局 

水道メーター検針等の受託事業者の変更について 
平素より、横浜市水道事業に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、栄区において、水道メーター検針業務、料金整理業務及び引越し等に伴う水

道ご使用開始業務を履行しております事業者の社名が、令和６年４月１日から変更と

なります。 

  変更前（令和６年３月31日まで）：株式会社エコシティサービス 

  変更後（令和６年４月１日から）：株式会社アウトソーシングトータルサポート 

なお、事業者の電話番号や事務所所在地は従来と同じです。 

引き続き、お客さまサービスの向上に努めてまいりますので、 お客さまの御理解と

御協力をお願いいたします。  

令和６年３月 

 

株式会社アウトソーシングトータルサポート ユニホーム 

※ 受託事業者は、水道局が貸与した「腕章」を身に着けています。

【お問合せ先】 横浜市水道局お客さまサービスセンター 

☎：８４７－６２６２／Fax：８４８－４２８１

新ユニフォームを着た職員の写真 

別紙 



「令和６年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレットの配布について【情報提供】 

１ 事業の趣旨 

  「横浜市市民活動保険」は、より住みやすい地域の実現のため、ボランティア活動をする

方が安心して活動を行えるように、市があらかじめ保険会社と保険契約を締結して運営し

ています。令和６年度もこれまでと同様に、継続して実施します。是非ご活用ください。

２ お願いしたいこと 

【区連長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

３ 令和６年度横浜市市民活動保険補償内容（令和５年度補償内容から変更はありません） 

賠償責任保険（限度額） 傷害保険 

身体賠償

１名  １億円 死 亡 １名 500万円 

１事故 ５億円 
後遺 

障害 

後遺障害の程度に応じた金

額 

（１名 上限 500万円） 

財物賠償 １事故 500万円 入 院 １日 3,500円（180日限度） 

保管物賠償 １事故 500万円 通 院 １日 2,500円（90日限度）

免責金額 

（自己負担

額） 
5,000円 手 術 

入院の手術 35,000円 

外来の手術 17,500円 

４ 添付資料 

リーフレット「令和６年度横浜市市民活動保険のご案内」

５ 主な配布先 

各区総務課、各区区政推進課広報相談係、各区市民活動支援センター、 

地域ケアプラザ 等 

本市ホームページにも掲載します。 

※ 令和６年度横浜市市民活動保険事業は、予算案が横浜市会において議決されることが実

施の条件となります。 

市連会３月定例会説明資料
令 和 ６ 年 ３ 月 1 2 日
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課

市民局地域活動推進課 
担当 江原、荒木 
電話 045-671-3624 /FAX 045-664-0734 
メール sh-chiikikatsudo @city.yokohama.jp

資料№６



 

 

 

もっぱら市内で、次の４つの要件を全て満たすボランティア活動を行う方。 

① 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である自治会町内会が行っている活動

② 無報酬の活動 （交通費などの実費の支給を除く）

③ 継続的・計画的に行っている活動

④ 公益性のある（他人や社会に貢献する）活動

※ 対象となるボランティア活動には次の行為も含まれます。

・ 集合地又は出発地及び解散地と自宅との通常考えられる経路の往復途上 （国内に限る）

・ 活動に必要な会議・会場設営の準備活動、後片付け

対 象 

特 徴 

■保険料は不要です。

■事前の登録・加入手続きは不要です。

■事故発生後に手続きをしていただきます。 
ボランティア活動をする方が安心して活動を行えるように、横浜市が保険料を負担し、保険会社と契約をしています。 

活動者には事故発生後に、日頃の具体的な活動内容や、事故の状況を書面で報告していただきます。それに基づき

横浜市と保険会社が審査を行い、要件を満たしていることが確認できた場合に保険金が支払われます。 

※ 詳しい手続き方法・必要書類については、最後のページをご確認ください。

対象となる活動の例は次ページ 

13

6

5

38

段差（階段、床の凹凸、縁石等）での転倒

虫刺され

道具（剪定バサミ、包丁等）の操作ミス

その他

事故の原因は？ 【傷害事故：令和５年４月～令和５年 12 月】 

負傷内容は？ 

ボランティア活動中のケガや、他人の物を壊した場合などの補償制度です。 

令和６年４月１日午後４時～翌年４月１日午後４時に発生した事故が対象です。 
補償内容等が年度によって変わる場合がありますので、必ずご確認ください。 

20

6

3

15

18

骨折

虫刺され

創傷

打撲

その他

どうぞ気を付けてご活動ください。  

 R６年３月作成 



１ 社会福祉施設等への援護活動 行事の手伝い、習い事の指導、慰問 等 

２ 高齢者、障がい児・者等への援護活動 配食サービス、生活介助、手話通訳･点訳･朗読奉仕 等 

３ 清掃活動 
公園・河川・公道等の不特定多数の方が利用する場所の 

清掃・美化活動 等 

４ 資源回収・リサイクル活動 

５ 公共的団体が行う募金活動 共同募金、交通遺児募金 等 

６ 地域防災・防犯活動 
地域防災拠点の運営、地域の防災訓練の運営・指導、 

避難所での配食活動、防犯パトロール 等 

７ 交通安全活動 通学路での児童の見守り、自転車放置防止 等 

８ 保健衛生活動 食生活改善指導、健康に関する啓発 等 

９ スポーツ活動の指導・運営 各種スポーツの指導、競技会の企画・運営・審判 等 

10 文化活動の指導・運営 
絵画・音楽・パソコン・各種学習の指導、 

講座の企画・運営 等 

11 地域住民組織の運営 
自治会町内会や老人クラブ、子ども会の運営、自治会町内

会役員会等の会議への参加、広報物の配付・掲示 等 

12 市（区）主催・共催事業の企画・運営 講演会、展示会等の企画・運営 等 

 

 

 

 

 

 

△！ 次の活動は対象になりません。（主な例） 

（１） 勤務中や職業に従事しているときの活動、委託契約に基づく活動（報酬の有無にかかわらず、対象外）

（２） 民生委員・児童委員、スポーツ推進委員などの非常勤特別職の地方公務員としての活動

（公務災害等の補償があります）

（３） 学校管理下での活動（例：市立学校の授業で川の清掃を行う生徒と、それを指導する地域の方）

（４） 単位取得や学習のために行う活動 （例：学校の宿題として課された活動）

（５） 金額にかかわらず、謝金・手当など、労働の対価が支給される活動 （交通費・食費などの実費の支給は可）

（６） 一時的、突発的な善意の行為 （例：一時的な手伝い、突然倒れた人を助ける行為）

（７） 親睦が目的の活動、サークル活動 （例：団体の親睦会、活動後の慰労会、趣味の活動）

（８） 互助的な活動（例：集合住宅の敷地内の清掃、共有財産の管理、ごみ集積場所の清掃）

（９） 特定の個人や特定の団体の利益のための活動

（１０）政治、宗教、営利に関わる活動 （例：祭礼等の宗教行為を含む行事、宗教施設の維持管理等） 

（１１）チェーンソーを使用する森林ボランティア活動 （賠償責任事故のみ対象となります） 

㊟ 防災訓練やイベントの参加者、講座の受講者は対象になりません。（スポーツ活動の運営者であっても競技参

加中の事故は対象外となります） 

㊟ 本市が執行する他の保険とは併用できません。（個人で加入している民間の保険との併用は可能です） 

㊟ 本市が所有する施設への賠償責任事故には適用できません。 

対象となるボランティア活動の例 



賠

償

責

任

事

故

ボランティア活動中にボランティア活動者の過失により、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してし

まったりなどした結果、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払

われます（道義上の責任のみでは支払対象となりません）。 

※免責金額（自己負担額）5,000円を超える部分について支払われます。

区 分 保険金額（限度額） 自己負担額 内 容 

身体賠償 
１名  １億円 
１事故 ５億円 

5,000 円 

他人の身体に損害を与えた場合 

財物賠償 

１事故 500 万円 

他人の財物に損害を与えた場合 

保管物賠償 
他人からの預かり品や管理している物を 

滅失・き損・汚損などにより被害を与えた場合 

傷

害

事

故

ボランティア活動中に発生した急激かつ偶然な外来事故（※）によって、ボランティア活動者が死亡・負傷

した場合に保険金が支払われます。 

区 分 保 険 金 額 内 容 

死 亡 １名 500 万円 傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に死亡した場合 

後遺障害 
程度により 

１名 20～500 万円 

傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に後遺障害が生

じた場合 

入 院 １日 3,500 円 （180 日限度） 傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に入院または通
院した場合 
※実際にかかった費用ではなく、入院・通院の日数で計算します。

※医師のいる医療機関で診断・治療を受けてください。
通 院 １日 2,500 円 （90 日限度） 

手 術 
入院の手術 35,000 円 

外来の手術 17,500 円 

入院保険金が支払われる場合で、事故の日から 180 日以内

に傷害の治療のために手術を受けた場合（1 回の手術に限る） 

■賠償責任事故・傷害事故 共通

・地震、噴火、または津波による事故 ・活動者の故意による事故 ・活動者の心神喪失による事故 等

■賠償責任事故 ■傷害事故

・ 車両の所有、使用、または管理に起因する

事故

・ 故意又は重大な過失により法令に違反して

製造、販売又は提供した物による事故

・ 自身（団体）の財物の滅失、き損または汚損

・ 活動者の親族に対する事故 等

・ 熱中症

・ 対象者の脳疾患や疾病によるもの

・ 細菌性食中毒

・ むち打ち症や腰痛などで、それらの症状を裏付けるに足り

る医学的他覚所見がないもの

・ 自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔運転による事故

・ 重大な過失による事故

・ 長時間立って作業をしたことでひざを痛めた 等

補償内容 

△！ 支払いの対象とならない主な例 

※急激かつ偶然な外来事故とは

・ 急激・・・原因または結果の発生を避け得ない程度に急迫した状態 

・ 偶然・・・原因または結果の発生が対象者にとって予知できない状態 

・ 外来・・・原因の発生が対象者の身体に内在するもの（持病等）ではないこと



１ （ケガをした場合）すぐ病院へ行く 

事故によるケガの状態を把握し、適切な治療を受けるために医師のいる病院へ行きます。 

２ 区役所へ連絡する（原則 30 日以内） 

事故が発生した場合は、お近くの区役所総務課まで電話等でご連絡ください。手続き方法をご説明いたします。 

３ 区役所に必要書類を提出する（事故報告書の様式を受け取った日から原則 14 日以内） 

■ 区役所から「事故報告書（様式）」をお渡しします。必要事項を記入し、書類（下表参照）と一緒にご提出ください。

保険の対象要件（確認事項） 提出書類の例 

１ 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である 

規約、会則、チラシ、ボランティア募集パンフレット 等２ 無報酬の活動である 

３ 公益性のある活動である 

４ 継続的・計画的に実施されている活動である 事業計画書、案内文、チラシ 等 

５ 申請者（活動者）が事故日に活動していた 当日の活動者名簿、当番表、ボランティア登録票 等 

６ 【往復経路での事故の場合のみ】 事故は、適切な経路上で発生している 「自宅～活動場所」の経路と事故発生場所が示された地図 

■ 「事故報告書」には、事故や活動を証明できるご家族以外の第三者の氏名・住所等を記載していただきます。

■ 市が、対象となる活動であると認める場合に、保険会社から保険金の請求に必要な書類をお送りします。

４ 保険会社に保険金の請求書を提出する 

■ 賠償責任事故の場合は、被害者との間で示談が成立した時、または調停、裁判上の和解、判決等、書面による合意

が成立した後にご提出ください。

■ 傷害事故の場合は、日常生活に支障がない程度まで回復された時、または事故発生日から 180 日を経過した時にご

提出ください。 

■ 請求内容について保険会社が確認・調査した結果、対象事故であると認める場合に、保険金が支払われます。

お
問
い
合
わ
せ
・申
請
先

 

（
各
区
役
所
総
務
課
）

青葉区 
Tel ９７８－２２１２ 

Fax ９７８－２４１０ 
港南区 

Tel ８４７－８３０５ 

Fax ８４１－７０３０ 
戸塚区 

Tel ８６６－８３０８ 

Fax ８８１－０２４１ 

旭区 
Tel ９５４－６００６ 

Fax ９５１－３４０１ 
港北区 

Tel ５４０－２２０６ 

Fax ５４０－２２０９ 
中区 

Tel ２２４－８１１２ 

Fax ２２４－８１０９ 

泉区 
Tel ８００－２３１２ 

Fax ８００－２５０５ 
栄区 

Tel ８９４－８３１１ 

Fax ８９５－２２６０ 
西区 

Tel ３２０－８３０８ 

Fax ３２２－９８４７ 

磯子区 
Tel ７５０－２３１１ 

Fax ７５０－２５３０ 
瀬谷区 

Tel ３６７－５６１１ 

Fax ３６６－９６５７ 
保土ケ谷区 

Tel ３３４－６３７３ 

Fax ３３４－６３９０ 

神奈川区 
Tel ４１１－７００６ 

Fax ３２４－５９０４ 
都筑区 

Tel ９４８－２２１２ 

Fax ９４８－２２０８ 
緑区 

Tel ９３０－２２１１ 

Fax ９３０－２２０９ 

金沢区 
Tel ７８８－７７０５ 

Fax ７８６－０９３４ 
鶴見区 

Tel ５１０－１６５３ 

Fax ５１０－１８８９ 
南区 

Tel ３４１－１２２４ 

Fax ２４１－１１５１ 

市外局番：045 

事故が起こった際の手続き方法 

よくあるご質問 横浜市ホームページに掲載しています。  トップページ  市民活動保険  検索 

市外局番 

045

Ｑ１： 市民活動保険が利用できるのなら、自分で契約していた保険は解約しても大丈夫ですか？ 

→市民活動保険は万が一の事故のための最低限の補償を行う制度のため、活動内容を踏まえ、どの範囲の補償が必要か十分

に検討してください。なお、任意で契約した民間の保険と併用できる場合もあります。 

Ｑ2： 申請書類に名簿等の提出が必要とありますが、個人情報の取扱はどのようになりますか？ 

→全員の名簿は必要ありません。申請する方や関係する方の記載部分のみご提出ください。また、ご提出の際は団体代表者

や該当者の了解を得る等、ご調整ください。

＜作成・発行＞ 横浜市市民局地域活動推進課 

Tel：０４５－６７１－３６２４ ／ Eメール：sh- c h i i k i k a t s u d o @ c i t y . y o k o h a m a . j p  

mailto:sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp


栄区連合自治会町内会長 各位 

栄 区 区 政 推 進 課 長 

（栄区区政推進課地域力推進担当課長） 

各地区と区長の意見交換について【情報提供】 

１ 趣旨 

栄区では令和６年度から、セーフコミュニティの認証満了に伴い「各地区と区長の意見交換」を実施します。 

また、令和５年度中には試行実施として全７地区で開催しましたので、その結果について情報共有します。 

令和６年度以降も引き続き、同様の手法で開催を計画しており、時期や会場等については各地区と調整し

てまいります。 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】今後、意見交換に関する日程調整等について、別途ご相談いたします。 

【単位会長】ご承知おきください。 

３ 資料 

（１） 令和５年度 各地区と区長の意見交換概要データ

（２） 令和５年度 各地区と区長の意見交換情報共有

資料№８
区連会３月定例会資料 

令和６年３月 2 1 日 

栄 区 区 政 推 進 課 

担当：栄区区政推進課 地域力推進担当 

石塚・村山・小林 

電話 894-8936  FAX  894-9127 

Ｅメール sa-chiryoku@city.yokohama.jp 

mailto:%EF%BC%A5%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%ABsa-chiryoku@city.yokohama.jp


令和５年度 各地区と区長の意見交換概要データ 

１ 実施状況 

  令和 5 年 10 月 25 日開催の上郷西地区から令和 6 年 1 月 28 日の笠間地区までの約３か月にわたり、 

７地区で実施しました。実施の手法は各地区によって様々でしたが、大別して２つに分類されます。 

① 地区と区長（行政）との対話形式：本郷中央地区、本郷第三地区

② 地区の要望を区長が回答する形式：豊田地区、笠間地区、小菅ケ谷地区、上郷西地区、上郷東地区

今回は手法を限定せずに開催を目指したため、各地区において様々な対応となりました。 

事前に要望一覧等を情報提供いただいている地区もあり、早期に受領した場合、当日の進行時に回答 

を行うことで、意見交換に多くの時間を割くことができました。 

２ ７地区全体データ  

【課題の分類】  【対応状況】 

※ 件数等のカウントについては、事前の要望と当日の意見に同様の内容が含まれている場合や、

簡易な問い合わせ等の部分もあり、区で整理しています。

27%

25%

3%

40%

5%

対応済
対応中
地区協議
現状説明
その他

：区による対応済
：区で継続して対応
：地区の協議等が必要なもの
：区で制度等を説明
：意見・感想など

豊田 笠間 小菅ヶ谷 本郷中央 本郷第三 上郷西 上郷東 合計
道路・交通 7 3 4 3 17
担い手 2 4 1 3 1 11
公園 2 1 1 3 7
環境 1 2 3 6
区役所 2 1 1 1 5
防災 1 2 1 1 5
防犯 1 3 4
空家 2 2
福祉 1 1
文化 1 1
学校 1 1
合計 3 12 15 2 4 17 7 60

28%

18%

12%

10%

8%

8%

7%

3%

2%
2% 2%

道路・交通 担い手 公園 環境

区役所 防災 防犯 空家

福祉 文化 学校



３ 各地区データ 

 豊田地区 分野 対応 本郷中央地区 分野 対応

広報よこはまの配布方法 区役所 対応済 水害時の防災拠点開設 防災 対応済

広報よこはまの委託化 区役所 対応済 拠点における打合せ方法 防災 対応済

放水訓練場所の設置 防災 現状説明

本郷第三地区 分野 対応

笠間地区 分野 対応 中学生の遊び場の整備 公園 現状説明

旧公務員宿舎の撤去 道路交通 対応中 自治会町内会デジタル化促進 担い手 現状説明

公開空地の安全確保 道路交通 対応中 地域防災拠点と地域の連携強化 防災 対応中

町内会のデジタル化 担い手 対応済 町内会未加入時のデメリット 担い手 対応中

笠間十字路スクールゾーン 道路交通 地区協議

町内会の負担軽減 担い手 現状説明 上郷西地区 分野 対応

EV公道充電所の設置 道路交通 対応中 いの山東公園の水道新設等 公園 対応中

笠間口周辺空間の利用 道路交通 現状説明 空家の管理方法 空家 現状説明

笠間中央公園の活用 公園 対応中 防犯カメラの設置 防犯 対応済

旧公務員宿舎前の歩行者滞留場所 道路交通 現状説明 ホームページの開設補助 担い手 対応済

選挙掲示板の移設 区役所 地区協議 支援隊の設立状況説明 担い手 その他

いたち川遊歩道の安全 道路交通 対応中 美化ボランティア状況説明 担い手 その他

公園愛護会費の見直し 公園 現状説明 地域の空家の状況説明 空家 その他

バス通りにおける白線整備 道路交通 対応済

小菅ケ谷地区 分野 対応 カーブミラーの改修等 道路交通 現状説明

委嘱委員の活動広報 担い手 対応済 防犯灯の設置 防犯 現状説明

防犯カメラの設置 防犯 対応済 プロムナードの街路灯設置 防犯 現状説明

駅前イベント時の清掃 環境 対応済 会館周辺樹木の伐採 環境 現状説明

地域活動推進費の使途 担い手 現状説明 遊水地周辺の草刈り 環境 対応済

法律相談の対応確認 区役所 現状説明 いの山東公園の水道撤去 公園 対応済

焼きそば大会の意見聴取方法 担い手 対応中 いの山東公園の公衆トイレ照明 公園 対応中

焼きそば大会の担い手 担い手 対応中 道路の中央区画線の整備 道路交通 対応中

柏陽高校交差点信号機の延長等 道路交通 対応中 道路の街路樹升撤去 道路交通 対応済

押しボタン式信号の時間帯 道路交通 対応済

地域防災拠点の運営 防災 対応中 上郷東地区 分野 対応

中央分離帯の草刈り 道路交通 現状説明 役員のなり手不足 担い手 現状説明

防災ミュージアムの設置 防災 現状説明 バス等の交通手段 道路交通 現状説明

スポーツ広場の管理 公園 対応中 環状4号線の4車線化 道路交通 現状説明

つながるプラン補助金 福祉 現状説明 庄戸トンネル上部利用 道路交通 現状説明

長光寺の歴史看板修繕 文化 対応済 本郷車庫周辺の散策コース 環境 現状説明

横浜栄高校周辺の緑地整備 環境 現状説明

工事における住環境への配慮 環境 現状説明



令和５年度 各地区と区長の意見交換情報共有 

豊田地区：令和５年 12月９日（土）

【要望状況】 

・区役所に関する意見   ２件 

・防災に関する意見 １件 計３件 

【対応状況】 

・対応済  ２件 

・現状説明 １件

【主要な意見】 

 広報よこはまの配布に対して、地域で負

担を感じている状況がある。 

 紙による資料の大切さも理解できるが、 

対応を検討してほしい。 

【栄区の対応】 

直接配送を行う手続きの説明等を実施。 

 笠間地区：令和６年１月 27日（土）

【要望状況】 

・道路交通に関する意見 ７件

・公園に関する意見 ２件 

・区役所に関する意見 １件 

・担い手に関する意見  ２件 計 12件 

【対応状況】 

・対応済 １件 

・対応中 ５件 

・地区協議 ２件 

・現状説明   ４件 

【主要な意見】 

 笠間交差点から青木神社に至る道路は通

学路として利用されているが、歩道が狭く

車の通行量の多いことから、地域による見

守りが行われている。何とかできないか。 

【栄区の対応】 

栄警察署と調整の結果、地域の意見を集

約することにより、交通規制を実施するこ

とは可能と提案いただいており、その調整

について説明を実施した。 

 小菅ケ谷地区：令和５年 12月 17日（日） 

【要望状況】 

・担い手に関する意見 ４件 

・防犯に関する意見 １件 

・防災に関する意見 ２件 

・環境に関する意見 １件 

・区役所に関する意見 １件 

・道路交通に関する意見 ３件

・公園に関する意見 １件 

・福祉に関する意見 １件 

・文化に関する意見 １件 計 15件 

【対応状況】 

・対応済 ５件 

・対応中 ５件 

・現状説明   ５件 

【主要な意見】 

 地域活動推進費の精算において宿泊研修

費、また、その他の補助においても、会議用

飲料が対象外ということに疑問がある。  

また、イベント実施については区におい

て地域の意見を取り入れる必要がある。 

柏陽高校前交交差点信号機の点灯時間調

整による危険防止をお願いする。 

【栄区の対応】 

各種補助金の精算については、事前の相

談をお願いしたい。イベント実施について

は各種アンケートや会議により意見聴取を

進めていく。 

 柏陽高校前交差点については、歩行者用

信号機の点灯時間調整を行ったところであ

るが、栄警察署及び栄土木事務所で引き続

き連携して協議を行っていく。 



 本郷中央地区：令和５年 12月 16日（土） 

【意見交換状況】 

① イベント参加促進

② 各役員選出方法

③ 防災訓練等のあり方

④ 各種委員の選出

⑤ 行政からの配付資料

⑥ その他の課題

【対応状況】 

・対応済 ２件 

【主要な意見】 

 事前にいただいた６項目について各自治

会町内会長が区長と意見交換を実施。 

 主に役員の選出や運営方法について各会

長が意見を交換、様々な悩みも含め、区とし

ても貴重な機会としてお話を伺った。 

 また、会長の中から、連合内での定期的な

意見交換を求める意見などもあった。 

【栄区の対応】 

配付資料の削減や電子化、区としての負

担軽減に等について意見を交換。 

 本郷第三地区：令和５年 12月 17日（日） 

【意見交換状況】 

① 中学生の遊び場の整備

② デジタル化の促進

③ 地震対策連携強化

④ 自治会町内会活動の支援促進

【対応状況】 

・対応中 ２件 

・現状説明 ２件 

【主要な意見】 

 事前の４項目について各会長と区長が意

見交換を実施。 

スポーツ広場の設置、配布資料のデジタ

ル化促進、地域防災拠点との連携、自治会町

内会未加入のデメリット等があった。

【栄区の対応】

市連会における負担軽減の取り組みや、

担い手確保手法等について意見を交換。 

 上郷西地区：令和５年 10月 25日（水）   

【要望状況】※回答時に再要望あり 

 ・公園に関する意見   ３件 

 ・空家に関する意見   ２件 

・防犯に関する意見   ３件 

・担い手に関する意見  ３件 

・道路交通に関する意見 ４件

・環境に関する意見 ２件 計 17件 

【対応状況】 

・対応済 ６件 

・対応中 ３件 

・現状説明 ５件 

・その他 ３件 

【主要な意見】 

 いの山東公園に関する意見が３点、その

他、道路・環境に関する意見が多く提出され

た。また、防犯について、カメラや防犯灯に

関する意見があった。 

【栄区の対応】 

公園や道路整備など、栄土木事務所によ

る対応が必要な案件が多く含まれた。 

また、防犯については地域振興課におい

て、その他、個々のケースごとに所管課で確

認して対応を行う旨を説明。 

 上郷東地区：令和６年１月 28日（日）  

【要望状況】 

・担い手に関する意見  １件 

・道路交通に関する意見 ３件

・環境に関する意見 ３件 計７件 

【対応状況】 

・現状説明 ７件 

【主要な意見】 

 道路交通については、道路の拡幅、バス路

線の整備に関する意見があった。 

自然環境の保護については、 

・庄戸トンネル上部の緑地化

・いたち川散策コースの整備

・緑地の整備 などの意見があった。

【栄区の対応】 

事前にいただいたテーマを中心に区長か

ら説明を行い、その後、意見交換を実施。 



栄区連合自治会町内会長 各位 

栄 区 区 政 推 進 課 長 

（栄区区政推進課地域力推進担当課長） 

第２回栄区焼きそば名人育成講座について【情報提供】 

１ 趣旨 

各地で地域の担い手不足が大きな課題となっている現在、担い手の育成が急務となっています。 

栄区では潜在的な担い手を発掘するため、今年度に引き続き「焼きそば名人育成講座」を実施

します。各地区連合自治会町内会の皆様におかれましては関係する下記の日程について、ご確認

をお願いいたします。 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】ご承知おきください。 

【単位会長】ご承知おきください。 

３ 実施内容 

第２回栄区焼きそば名人育成講座 

日 時：令和６年７月６日（土）10：00～ 

会 場：千秀センター・千秀広場（栄区田谷町 1662） 

内 容： ①食品の安全な取り扱いについて（講師：栄区生活衛生課） 

②屋台の調理方法

受講者：28 名 （広報よこはま５月号にて公募予定） 

講 師：28 名  (各地区連合４名×７連合） ※５月区連会にて依頼を予定しています。 

備 考：受講者へは下記イベントへの招待を計画しています。 

【参考】第２回栄区連合自治会町内会対抗焼きそば大会（予定） 

日 時：令和６年 12 月１日（日）10：00～ 

会 場：本郷台駅周辺 

参加者：名人育成講座受講者・講師ほか 

４ その他 

（1） 受講者については、広報よこはま栄区版５月号にて募集を行います。

（2） 各種アンケート結果は、裏面をご覧ください。

区連会３月定例会資料

令和６年３月 2 1 日

栄 区 区 政 推 進 課

担当：栄区区政推進課 地域力推進担当 

石塚・村山・小林 

電話 894-8936  FAX  894-9127 

Ｅメール sa-chiryoku@city.yokohama.jp 

資料№ 10
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【従事者向け】令和５年７月８日 担い手育成講座アンケート集計結果（回答数：40 件） 

所属 

豊田：9 笠間：5 小菅ケ谷：2 本郷中央：5 本郷第三：2 上郷西：2 無記入：15 

名人育成講座に参加して、屋台に関する食品衛生の講義はいかがでしたか。 

「大変役立つ」「役立つ」が 92％でした。 

「地域のイベントや催しの開催団体にも受講してほしい」という個別のご意見がありました。 

焼きそばの調理に参加して、今後の地域活動に役立ちますでしょうか。 

「大変役立つ」「役立つ」が 97％に達しました。 

ほぼ全員の方が、地域活動に役立つという回答でした。 

受講後は地域活動にご参加されるお気持ちはありますか。 

「積極的に参加したい」「参加したい」が 87％でした。 

【従事者向け】令和５年 12 月２日 焼きそば大会アンケート集計結果（回答数：38 件 

所属 

豊田：6 笠間：9 小菅ケ谷：4 本郷中央：3 本郷第三：1 上郷西：5 上郷東：10 

大会の感想 

「とても満足」「満足」を合わせたものが 68％、「不満」「かなり不満」が 15％、特にないが 13％

でした。 

個別のご意見では、「混雑の緩和を考えてほしい」、「来場者の多さにびっくりした」、「買えない

人が出ないようにして」、などがありました。 

大会の開催場所について 

「本郷台駅前広場がよい」が 87％、「ほかの場所に変えてほしい」が 13％でした。 

個別のご意見では、「混雑しない広い場所」や「学校の校庭」、などがありました。 

【連長向け】令和５年 12 月２日 焼きそば大会アンケート集計結果（回答数：７件） 

新たな担い手育成につながる企画だと感じられましたか。 

「新たな担い手につながる」が４名、「新たな担い手につながらない」が３名でした。 

メニューについて

「焼きそばよい」が６名、「他のメニュー」が１名でした。 

会場について 

「育成講座：千秀センター」が７名でした。 

「焼きそば大会：駅前広場」が６名、「会場を変更」が１名でした。 
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（別紙）災害時要援護者支援の取組状況等に関する実態調査 
集計結果（令和６年３月５日時点） 

≪アンケート概要≫ 
① 調査対象：栄区内88自治会･町内会
② 調査方法：地区連合町内会定例会で配付。郵送・メール・FAX等にて回答。
③ 回 収 数：61自治会・町内会（回収率69.3％）
④ 調査時期：令和６年１月22日付けで依頼。令和６年２月20日期限。

【調査目的】 

≪アンケート結果≫ 

問１ 災害時要援護者の把握方法について、お伺いします。 

当てはまるもの全てに、〇を付けてください。【複数選択可】 

＜表１ 災害時要援護者の把握方法【複数選択可】＞ 

21

34

5

26

7

0 5 10 15 20 25 30 35 40

①自治会・町内会の既存の会員名簿等を
活用して把握

②自治会・町内会独自の申込書等の配布や
アンケート実施等の書面による把握

③区役所と協定を締結し、災害時要援護者名簿の
提供による把握

④民生委員等との協力・情報共有による把握

⑤その他

栄区における災害時要援護者支援の取り組みについては、令和３年度に実施しました調査時点

で、区内88自治会・町内会中、84自治会・町内会で取り組みを進めている旨の回答をいただいて

います。そこで、令和５年度の調査では、各自治会・町内会における取組の状況について、調査

させていただき、今後の支援策等に活用させていただきたいと考えております。 

つきましては、下記設問で、貴自治会・町内会に当てはまるものに○を付けてください。 

・町内会独自の安否確認カードを作成し、

要援護者を把握している

・自治会と災害時要援護者支援推進委員会

と連携して取り組んでいる

・年度初めに各世帯に年齢別、性別のアン

ケートを配布し回答してもらっている

・役員の定例会での情報共有による把握し

ている
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問２ 把握している災害時要援護者の人数をご記入ください。※一部重複あり 

＜表２ 把握している災害時要援護者の人数＞ 

問３ 支援者（担当者）の人数をご記入ください。 

＜表３ 把握している支援者（担当者）の人数＞ 

①高齢者
69%②障害のある人

13%

③乳幼児
2%

④妊産婦
0%

⑤両親が共働きしている子ども
1%

⑥日本語の理解が十分でない外国人
0% ⑦その他

1%

⑧不明
14%

3691名

・施設に入所している方
・歩行困難な方
・認知症の方

人数のみ把握、内訳不明

①自治会・町内会員
92%

②民生委員
3%

③民間企業（新聞社、電気、ガス会社等）
0%

④その他
2%

⑤不明
3%

2522名

・災害ボランティア

・管理組合員

・自治会役員 OB
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24

29

41

13

6

44

6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

①防災関連部会等での災害時要援護者支援の取組に関する検討
②自治会・町内会の既存の行事やサロン活動などへのお誘い、声掛け
③両隣や自治会・町内会の支援者（担当者）、民生委員による、普段の生活の中での緩やかな見守り
④災害時要援護者一人ひとりに対応する支援者（担当者）による、日ごろからの訪問や見守り
⑤災害時要援護者と支援者（担当者）が交流する場の設置
⑥訓練の実施 ※表４-２参照
⑦その他

7

39

18

3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ア

イ

ウ

エ

（ア）まち歩き等による、避難経路、支援活動等の想定・検証
（イ）安否確認訓練（タオルやマグネット等を活用した訓練など）
（ウ）避難誘導訓練・救出救護訓練（車いす操作訓練や担架による搬送訓練など）
（エ）その他

問４ 災害時要援護者の支援の実施方法について、お伺いします。 

＜表４-１ 災害時要援護者支援の実施方法【複数選択可】＞ 

 

 

 

 

 

＜表４-２ 問４⑥訓練の実施の内訳【複数選択可】＞ 

③ 両隣や自治会・町内会の支援者（担当者）、民生委員による、普段の生活の中での緩やか

な見守り、⑥ 訓練の実施を行っている自治会・町内会が多いです。 

・自治会・町内会の広報誌にて注意喚起をしている

・町内マップの作成および毎年度、更新をしている

・消防訓練の実施

・地域防災拠点訓練の実施
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問５ 災害時要援護者支援に取り組むうえでの課題・お気づきの点・ご要望等がございました

ら、ご記入ください。【自由意見】 

≪主な意見（要旨）≫ 

〇要援護者の把握について 

・災害時要援護者について民生委員との共有が難しく、できていない。

・個人情報保護の観点、プライバシーの観点から要援護者の把握が進まない。

・必要性は十分認識しているが名簿作成が未整備となっている。

・町内で障害のある方の把握をする術がない。

・災害時要援護者の把握のため世帯調査を実施したが、個人情報保護法の観点から日常の活用が

難しいため、非常時以外は名簿を封印している。 

・新型コロナによる支援事業停止期間があったため、現状では全く把握ができず困っている。

・マンション・アパートにどのような方が住んでいるか把握できていない。

〇支援者 

・自治会全体が高齢化しており、若い世代は自治会活動を敬遠しがちであるため、自治会内の力

だけでは行き詰まりを感じている。 

・支援担当者は決めているが、災害が昼間に発生し担当者が不在時どうするか、話には出るが想

定した訓練はできていない。 

・毎年度役員が交代する関係で、名簿の管理や引継ぎ方法、また情報収集をどのようにするか、

連携がうまくいくかなど課題がたくさんある。 

〇支援方法について 

・栄区内で災害時要援護者支援対策をしっかり行っている自治会や創意工夫をこらし、またはユ

ニークな取り組みを行い、効果（実績）をあげている自治会を知り、そこから学びたい。

・要援護者情報についてはプライバシーの問題もあり、住民には共有をしていない。実際に災害

が起きた時、誰でも支援できるように共有したほうが良いとの意見もあり、検討が必要。 

・マンション高層階の要援護者に対する救出、誘導、救援物資の搬送が困難。

・要援護者の多くが支援者の有無にかかわらず、拠点に行くことを「遠い」「上り坂がある」「人

に頼りたくない」「家にいたい」等の理由から望んでいない。 

・無関心の方が多くどのように浸透させるか苦労している。



桂山公園こどもログハウス「ロッキー」の工事に伴う休館について（情報提供） 

１ 趣旨 

桂山公園こどもログハウス「ロッキー」におきまして、令和６年度に「夏の暑さ対策その

他工事」を予定しています。工事期間中は、施設は休館となり、区民の皆様に御不便・御迷

惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願いいたします。 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区定例会等で単位会長の皆様に情報提供をお願いします。 

【単位会長】定例会等で情報提供をお願いします。 

３ 対象施設 

栄区桂台中１６－１ 

桂山公園こどもログハウス「ロッキー」 

４ 工事期間 

概ね６か月から７か月程度（令和６年６月以降開始予定） 

５ 工事内容 

  空調設備の新設及びそれに伴う断熱工事、その他雨漏り対策工事 など 

６ 周知方法 

  今後、広報よこはまやホームページ等により周知していきます。 

＊ 本件工事の実施は、現在開会中の令和６年第１回横浜市会定例会において、令和６年度

予算が可決されることが条件となります。 

 担当：栄区地域振興課生涯学習支援係 辻本、井口 

電話 045-894-8393 / FAX 045-894-3099 

ﾒｰﾙ sa-shisetsu@city.yokohama.jp

区連会３月定例会資料 

令和６年３月 2 1 日 

栄 区 地 域 振 興 課 

資料Ｎｏ．12
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各自治会・町内会長 様 
    

「地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金」関係書類のご提出について【依頼】 

１ 依頼事項の趣旨 

 住民相互の連帯感の醸成を図るとともに、地域住民が地域課題の解決等に取り組むこ

とにより、住みよい地域社会の形成に資することを目的とした地域活動推進費及び地域

防犯灯維持管理費補助金について以下の書類のご提出をお願いいたします。 

２ お願いしたいこと 

【区連長】 ご承知おきください。 

【地区連長】ご対応お願いします。 

【単会会長】ご対応お願いします。 

３ 提出書類（電子データがございます。ご利用ください。） 

（１） 令和５年度地域活動推進費実績報告手続き

☑ 提出書類 

□ 令和５年度地域活動推進費補助金活動実績報告書（第６号様式） 

□ 事業実績報告書（総会資料の写しで代用可） 

□ 収支決算書（総会資料の写しで代用可） 

□ 
補助対象経費に係る領収書その他支出を証する書類又はその写し（１件の金

額が 100,000円未満のもの及び公共料金の支出に係るものを除く。） 

※その他、審査にかかる資料の提出をお願いする場合がございます。

（２） 令和６年度地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金交付手続き

☑ 提出書類 

□ 
令和６年度地域活動推進費補助金交付申請書・地域防犯灯維持管理費補助金交付

申請書兼実績報告書（第１号様式） 

□ 事業計画書（総会資料の写しで代用可） 

□ 収支予算書（総会資料の写しで代用可） 

□ 団体の規約 

□ 総会の資料及び議事録 

□ 

電気料金等領収書（４月分）の写し 

電気料金集約分内訳表（４月分）の合計数の記載がある【最終頁】の写し 

※該当がある自治会町内会のみです。防犯灯の位置図や覚書等をご添付いただく場合

がございます。

※その他、審査にかかる資料の提出をお願いする場合がございます。

（３） 口座振替依頼書

代表者と口座名義人が異なる場合は、代表者の押印（認印）のうえ、原本をご提出くだ

さい。 

４ 提出期限  令和６年６月 28日（金） 

※なお、事情により期限を過ぎる恐れがある場合は、地域振興課へ事前にご相談ください。 

裏面あり

区連会３月定例会資料 

令和６年３月 21 日 

地 域 振 興 課 

資料 No.13 
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５ 提 出 先  

栄区地域振興課地域活動係 

６ 提出方法 

（１）メールでの提出（提出先：sa-chikatsu@city.yokohama.jp） 

※電子データがございます。ご利用ください。

※口座振替依頼書や請求書については、押印入りの原本の提出を求める場合があります。

（２）横浜市電子申請システム ３月 27日（水）から 

（https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home） 

※同フォームから「町の防災組織活動費補助金」の実績報告・申請も可能です。

上記URL→手続き一覧（個人向け）→キーワード検索欄に「栄区地域活動推進費」

（３）窓口での手続き 

※待ち時間等の軽減からご来庁される場合は、事前連絡をお願いします。

７ 同封書類 

（１）令和６年度地域活動推進費事務の手引

（２）令和６年度地域防犯灯維持管理費補助金申請の手引

８ その他 

各種様式は、栄区ホームページもしくは QRコードからダウンロードいただけます。 

【栄区連合町内会ホームページ】 

https://www.sakae-kurenkai.net/ 

担当：栄区地域振興課地域活動係 

電話 894-8391 FAX 894-3099 

Eメール：sa-chikatsu@city.yokohama.jp 

栄区 地域活動推進費  検索 
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令和６年度 横浜市ＬＥＤ防犯灯事業について【お知らせ】 

１ 趣旨 

令和６年度の横浜市ＬＥＤ防犯灯事業についてお知らせします。 

引き続き、ＬＥＤ防犯灯の見守り等について御協力をお願いします。また、地域で

必要な場所に防犯灯の設置を希望する際の申請手続き等について御案内します。 

２ お願いしたいこと 

【区連長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

３ このお知らせの概要 

（１）横浜市のＬＥＤ防犯灯について（２ページ）

（２）ＬＥＤ防犯灯の見守りへの御協力について（３ページ）

故障の発見・連絡や周辺草木の除去等、日常の見守りを引き続きお願いします。 

（３）劣化した鋼管ポール防犯灯の撤去への御理解について（３ページ）

劣化の著しい鋼管ポールは、安全を考慮し速やかに撤去させていただきます。予

めご承知おきください。

（４）市による新規設置を希望する際の御申請について（４ページ）

 市（18 区）全体で 154 灯（電柱共架型 144 灯・鋼管ポール型 10 灯）の予定です。

 『令和６年度 電柱へのＬＥＤ防犯灯の新設申請の手引』及び『令和６年度 鋼

管ポールＬＥＤ防犯灯の新設申請の手引』にて、設置可能な条件等を御確認いた

だき、御申請ください。手引と申請書類は、区地域振興課で入手できます。

 申請の受付は区地域振興課へ、締切は令和６年５月 31 日（金）となります。

４ ＬＥＤ防犯灯事業の市ホームページ URL 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bohan/LED/ 

【備考】この事業は、令和６年度横浜市予算案が横浜市会において議決された後に実施が確定します。

市連会３月定例会説明資料 

令 和 ６ 年 ３ 月 12 日 

市民局地域防犯支援課

＜お問合せ先＞

市民局地域防犯支援課

電話：045-671-3709

電子メール：sh-chiikibohan@city.yokohama.jp

資料Ｎｏ．14
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（１）横浜市のＬＥＤ防犯灯について

・物価高騰等により事業費は年々増大していますが、電気料金など縮減できない経費が

事業費全体を圧迫している状況です。このため、市では、現在ある防犯灯の維持への

対応に注力しています。

・街の灯り全体のバランスよい配置を目指し、防犯灯の適正配置を進めていく必要があ

ると考えていますので、引き続き、地域の皆様の御理解、御協力をお願いします。

【電柱の撤去に伴う防犯灯の取扱いについて（参考）】 

市の電柱共架型防犯灯は、電柱事業者の許可を得て設置し、維持管理しています。電柱事業者

や設置場所等の都合により、灯具のついた電柱が撤去・移設される場合、原則として防犯灯も同

時に撤去・移設となりますので、予め御承知おきください。 

横浜市が管理する防犯灯 約 18 万灯 

電柱共架型 約 16 万灯 
（電柱につけた灯具を管理） 

鋼管ポール型 約２万灯 
（独立柱を建て、灯具をつけて柱ごと管理） 

灯具の横に黄色のプレートが付いています 

ポール本体に黄色の 

プレート又は銀色の 

シールが付いています

Y 瀬谷区 

T 555 

Y 鶴見区 

プレートタイプ シールタイプ

【横浜市防犯灯設置基準（抜粋）】 

・設置場所は、自治会町内会の区域内及びその周辺で多くの地域住民が通行する道路を照明

する場所とする。ただし、原則として集合住宅等の敷地内通路を照明する場所は除く。

・灯具は、東電柱又はＮＴＴ柱に設置する。ただし、設置できる電柱がない等の理由により

やむを得ない場合は、鋼管ポールに設置する。

・防犯灯の設置間隔は、屋外照明からおおむね 25 メートル以上とする。ただし、防犯上及

び道路形状等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

・灯具の設置の高さは、原則として地上から 4.5 メートル以上とする。
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（２）ＬＥＤ防犯灯の見守りへの御協力について

市が設置したＬＥＤ防犯灯については、故障の発見・連絡や

周辺草木の除去等、日常の見守りを、自治会町内会の皆様に

お願いしています。 

自治会町内会から移管された鋼管ポール型防犯灯は、設置

から年数が経ったものも多く、劣化の著しいものも見られま

す。倒壊による被害を防止するためにも、見守り活動等によ

り劣化したポールを発見した場合は、速やかな情報提供をお

願いします。 

（３）劣化した鋼管ポール防犯灯の撤去への御理解について

劣化の著しい鋼管ポールは、安全を考慮し速やかに撤去しますので、予め御承知おき

ください（対象は市が選定します。）。 

撤去後は、横浜市防犯灯設置基準に照らし合わせ、①撤去のみ、②近隣電柱に灯具を

移設、③建替え（鋼管ポール型防犯灯の再整備）のいずれかの対応となります。 

市の設置する防犯灯は電柱共架型を基本としていることから、建替えは付近に電柱が

ない場合に限ります（令和６年度は市全体で 22 本を予定）。建替えにあたっては、近隣

にお住まいの皆様から御理解・御協力を得るために、自治会町内会の皆様に御協力をお

願いします（具体的な内容は個別に御相談）。 

【ＬＥＤ防犯灯の故障等を発見された際の連絡先】 

・栄区地域振興課  電話０４５－８９４－８３９１ 

・市民局地域防犯支援課 （電話０４５－６７１－３７０９）

■お知らせいただきたいこと

① 管理番号（黄色のプレート又は銀色のシールに記載されている番号）

② 電柱番号、住所及び目標物

③ 不具合の内容（「点灯していない」「昼間も点いている」「車が衝突し鋼管ポールが傾

いた」「鋼管ポールの根元が腐食している」等）

④ 不具合発生の時期（気づいた日）及び時間帯

＊防犯灯は、周囲の明るさを感知して自動点灯します。周囲の状況により、点灯のタイミング

が異なることがありますが、故障ではありません。 

【注意：電線の垂れ下がりや切断を見つけたとき】 

大変危険ですので絶対に近づかず、東京電力パワーグリッド株式会社カスタマー 

センター（0120-995-007）に、直接御連絡ください。

※0120 番号をご利用になれない場合は 03-6375-9803（有料）

ポール穴あき
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なお、現在設置する鋼管ポール基礎は大きい（約直径 50cm）ため、既設鋼管ポールと

同じ場所及び周辺に設置できない場合もあります。 

（４）市による新規設置を希望する際の御申請について

① 令和６年度の新規設置の御申請について

 市（18 区）全体で 154 灯（電柱共架型 144 灯・鋼管ポール型 10 灯）の予定です。 

 『令和６年度 電柱へのＬＥＤ防犯灯の新設申請の手引』及び『令和６年度 鋼管

ポールＬＥＤ防犯灯の新設申請の手引』にて、設置可能な条件等を御確認いただ

き、御申請ください。手引と申請書類は、区地域振興課で入手できます。

 申請の受付は区地域振興課へ、締切は令和６年５月 31 日（金）となります。

令和６年度から制度化：「付替制度」の利用について

周辺の土地利用状況が変わり、防犯灯に頼ることなく十分な明るさを確保で

きるようになった場所がある場合（※）は、その場所の市管理防犯灯を撤去し、

代わりに明かりが必要な場所の電柱に灯具を再設置する「付替制度」を整えま

した。この制度を利用することで、新設予定数（電柱共架型 144 灯）とは別枠

で設置できるというメリットがありますので、積極的な御検討をお願いします。 

② 申請にあたっての留意事項

・申請にあたり、近隣の方などの御理解を得るようにしてください。

※設置段階で近隣の方とトラブルになるケースが多く発生しています。

・複数の申請を行う場合は、自治会町内会にて十分検討のうえ、必ず優先順位を記

載して下さい（優先順位の高い申請から審査します。）。

③ その他の方法で必要な灯りを確保するには

次のような手法で必要な灯りを確保する方法もあります。御検討ください。 

自治会町内会が自ら地域

防犯灯を設置し、維持・管

理を行う 

地域防犯灯の設置にあたり地域活動推進費補助金をご

活用いただけるほか、維持管理に係る補助金の交付を

受けることができます。 

自治会町内会や宅地開発

事業者が、ＬＥＤ防犯灯を

独自に設置する 

事前に横浜市と協議のうえ、設置後に横浜市へ防犯灯

を寄附いただける制度があります。 

※鋼管ポール型防犯灯は寄附制度の対象外

※十分な明るさを確保できるようになった場合の例

・防犯灯の近くに、明るい道路照明が設置された

・マンションや 24 時間営業の店舗ができ、周辺が十分に明るくなった 等
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